
平
成
二
十
四
年
十
月
二
十
九
日
提
出

質

問

第

九

号

一
九
九
七
年
の
い
わ
ゆ
る
日
中
漁
業
協
定
に
お
け
る
尖
閣
諸
島
の
取
り
扱
い
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

浅

野

貴

博

9



一
九
九
七
年
の
い
わ
ゆ
る
日
中
漁
業
協
定
に
お
け
る
尖
閣
諸
島
の
取
り
扱
い
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一
九
九
七
年
十
一
月
十
一
日
に
日
中
間
で
署
名
さ
れ
、
翌
年
四
月
三
十
日
に
国
会
承
認
を
受
け
、
二
〇
〇
〇
年
六
月
一
日
よ

り
発
効
し
て
い
る
「
漁
業
に
関
す
る
日
本
国
と
中
華
人
民
共
和
国
と
の
間
の
協
定
」
（
以
下
、
「
協
定
」
と
す
る
。
）
に
関
連

し
、
以
下
質
問
す
る
。

一

「
協
定
」
は
、
い
つ
か
ら
、
ど
の
よ
う
な
目
的
の
下
、
日
中
間
で
協
議
が
始
め
ら
れ
、
ど
の
よ
う
な
内
容
が
定
め
ら
れ
、

署
名
、
発
効
と
な
っ
た
の
か
等
、
同
協
定
の
趣
旨
に
つ
い
て
説
明
さ
れ
た
い
。

二

「
協
定
」
の
第
六
条
に
は
、
「
相
互
入
会
い
措
置
を
と
ら
な
い
水
域
」
と
し
て
、
「
第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
は
、

協
定
水
域
の
う
ち
次
の
（
ａ
）
及
び
（
ｂ
）
の
水
域
を
除
く
部
分
に
つ
い
て
適
用
す
る
。
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
「
協

定
」
に
お
い
て
、
右
の
よ
う
な
例
外
措
置
が
と
ら
れ
た
理
由
は
何
か
。

三

二
の
第
六
条
（
ｂ
）
に
は
「
北
緯
二
七
度
以
南
の
東
海
の
協
定
水
域
及
び
東
海
よ
り
南
の
東
経
一
二
五
度
三
〇
分
以
西
の

協
定
水
域
（
南
海
に
お
け
る
中
華
人
民
共
和
国
の
排
他
的
経
済
水
域
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
が
、
右
海
域
に
は
何
が
あ
る

か
。
右
海
域
は
、
我
が
国
固
有
の
領
土
で
あ
る
尖
閣
諸
島
が
含
ま
れ
る
海
域
で
あ
る
と
理
解
す
る
が
、
確
認
を
求
め
る
。

四

「
協
定
」
が
署
名
さ
れ
た
日
に
、
当
時
の
小
渕
恵
三
外
務
大
臣
は
、
当
時
の
徐
敦
信
駐
日
中
国
大
使
に
対
し
て
書
簡
（
以

一



下
、
「
書
簡
」
と
す
る
。
）
を
出
し
て
い
る
と
承
知
す
る
。
「
書
簡
」
が
出
さ
れ
た
目
的
、
内
容
等
、
そ
の
趣
旨
に
つ
き
説

明
さ
れ
た
い
。

五

「
書
簡
」
の
中
に
は
「
日
本
国
政
府
は
、
日
中
両
国
が
同
協
定
第
六
条
（
ｂ
）
の
水
域
に
お
け
る
海
洋
生
物
資
源
の
維
持

が
過
度
の
開
発
に
よ
っ
て
脅
か
さ
れ
な
い
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
に
協
力
関
係
に
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
中
国
国
民
に

対
し
て
、
当
該
水
域
に
お
い
て
、
漁
業
に
関
す
る
自
国
の
関
係
法
令
を
適
用
し
な
い
と
の
意
向
を
有
し
て
い
る
」
と
の
記
述

が
あ
る
と
承
知
す
る
が
、
確
認
を
求
め
る
。

六

「
書
簡
」
に
あ
る
「
漁
業
に
関
す
る
自
国
の
関
係
法
令
」
と
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
を
指
す
の
か
説
明
さ
れ
た

い
。

七

過
去
に
、
「
協
定
」
の
第
六
条
（
ｂ
）
で
規
定
さ
れ
て
い
る
海
域
に
中
国
国
民
が
入
り
込
ん
だ
事
例
は
何
件
あ
る
か
。

八

七
の
事
例
が
起
き
た
際
、
我
が
国
と
し
て
、
「
書
簡
」
に
あ
る
よ
う
に
「
協
定
」
の
第
六
条
（
ｂ
）
で
規
定
さ
れ
て
い
る

海
域
に
入
り
込
ん
だ
中
国
国
民
に
対
し
、
我
が
国
の
関
係
法
令
を
適
用
し
た
事
例
、
し
な
か
っ
た
事
例
は
あ
る
か
。
あ
る
の

な
ら
、
そ
れ
が
起
き
た
日
時
、
適
用
さ
れ
た
法
令
等
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
き
説
明
さ
れ
た
い
。

九

「
協
定
」
が
策
定
さ
れ
、
日
中
間
で
署
名
が
な
さ
れ
た
当
時
、
政
府
と
し
て
な
ぜ
「
書
簡
」
に
お
い
て
、
我
が
国
固
有
の

二



領
土
で
あ
る
尖
閣
諸
島
を
含
む
海
域
に
お
い
て
、
漁
業
に
関
し
て
我
が
国
の
関
係
法
令
を
適
用
し
な
い
と
の
意
向
を
中
国
側

に
示
す
必
要
が
あ
っ
た
の
か
、
そ
の
理
由
は
何
で
あ
る
の
か
、
詳
細
に
説
明
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

三


